
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の位置付け

　

○廃棄物の減量その他その適正な処理の基本
　的な方向
○廃棄物の減量その他その適正な処理に関す
　る目標の設定に関する事項
○廃棄物の減量その他その適正な処理に関す
　る施策を推進するための基本的事項
○廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な
　事項
○その他廃棄物の減量その適正な処理に関し
　て必要な事項

廃棄物処理法
（昭和45年法律第137号）

ＰＣＢ特別措置法
（平成13年法律第65号）

基本方針
（法第５条の２）

都道府県区域内の
○廃棄物の発生量及び処理量の見込み
○廃棄物の減量その他その適正な処理に関する　
　基本的事項
○一般廃棄物の適正な処理を確保するために必　
　要な体制に関する事項
○産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
○その他廃棄物の減量その他その適正な処理に　
　関し必要な事項

都道府県廃棄物処理計画
（法第５条の３）

○ＰＣＢ廃棄物の発生量、保管量及び処分量　
　の見込み
○ＰＣＢ廃棄物の処理施設の整備その他ＰＣＢ
　廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するた
　めに必要な体制に関する事項
○その他ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理　
　の推進に関し必要な事項

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画
（特措法第６条）

都道府県及び政令で定める市における区域内の
○ＰＣＢ廃棄物の発生量、保管量及び処分量の　
　見込み
○ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の　
　確保に関する事項
○その他ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の　
　推進に関し必要な事項

ＰＣＢ廃棄物処理計画
（特措法第７条）
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の概要

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第６５号）に基づき、環境大臣は全
国的、広域的な処理の実施体制の仕組み、安全性確保のための施策等の基本的な計画を定めるものとしている。なお、都
道府県及び同法施行令に定める政令市は本基本計画に基づき「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を定めるものとして
いる。

一　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

平成１３年７月（法施行時）～平成２８年７月（処分期限）までの発生量、処分量及び保管量の見込みについて算定

二　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保
　　するために必要な体制に関する事項

環境事業団による各事業計画及び本事業
に係る国、環境事業団、地方公共団体等の
役割

環境事業団による処理体制の
整備の方向

環境事業団による拠点的な広域処理施設、
電力会社等の自社処理等の位置づけ

処理施設の整備の方針

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理に係る
保管事業者、ポリ塩化ビフェニル製造者等、
国及び地方公共団体の役割

保管事業者等関係者の役割

収集運搬の体制、ガイドラインの策定、計画的
な収集運搬の確保

収集運搬の体制

中小企業の負担軽減措置、ポリ塩化ビフェニル
製造者等の協力

基金による円滑な処理の推進

三　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項

低濃度のＰＣＢを含む電気機器の処理、家電
製品の処理及び優良民間処理施設への支援
について

民間への支援等その他
必要な事項

より効率的な処理技術の開発及び技術評価
について

調査研究・技術開発の推進

全国的な処理状況や処理施設に係る情報
公開、知識の普及啓発について

情報の収集・整理及び公開



北九州事業

豊田事業

別紙２

東京事業

平成１３年１１月１日認可

平成１４年１０月２４日認可

平成１４年１１月８日認可
大阪事業

北海道事業

平成１５年２月１９日認可

平成１５年２月１９日認可


	

